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1【介護区分】 

 

総則 

１ 本マニュアルについて 

 このマニュアルは、前橋市内に所在する介護事業所・施設（以下「事業所等」

という。）を対象としたマニュアルです。 

 本支援金の制度や、交付申請書の記載方法について説明しています。 

本支援金の交付申請を行う場合は、必ずこのマニュアル及び質疑応答集を確

認の上、申請を進めてください。 

 

２ 支援金の目的 

 この支援金は、物価高騰により、経済的な影響を受けている高齢者施設等に対

して、サービスの安定的な提供を支援することを目的として、国の重点支援地方

交付金を活用し、光熱費及び食材費ほか、物価高騰の影響を受けた経費に対し助

成を行うものです。 

 

３ 支援金の対象経費・要件 

 令和８年２月１日時点において、前橋市内で運営する事業所等が負担する光熱

費、燃料費及び食材費ほか、物価高騰の影響を受けた経費を対象とする。 

 

４ 対象事業所等及び補助基準額 

 対象は、介護保険法等に基づき、令和８年２月１日時点において前橋市内で運

営し、以下の表に該当する介護サービスを提供している事業所等とする。 

 

※表以下に記載の注意事項も必ずご確認ください。  

類型 
サービス種別 

（各介護予防サービス含む。） 

補助基準額 

（定額補助） 

通所系 

通所介護 

１事業所あたり 

    100,000 円 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

通所リハビリテーション 

多機能型系 
小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

短期入所系 
短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

訪問・相談系 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

本申請マニュアルは【介護区分専用】です。 



   

 

2【介護区分】 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

福祉用具貸与 

福祉用具販売 

居宅介護支援 

地域包括支援センター 

入所施設・ 

居住系 

介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護医療院 

認知症対応型共同生活介護 

特定施設入居者生活介護 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 

（備考） 

※介護サービスと介護予防サービスについて双方の指定を
受けている場合は、１事業所として取り扱います 

。ただし、通所型サービス A・訪問型サービス Aについて
は、別の事業所として取り扱います。 
※福祉用具貸与および福祉用具販売について双方の指定を
受けている場合は、２事業所として取り扱います。 
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホ
ーム及び養護老人ホームについては、特定施設入居者生活
介護として取り扱います。 

※１ 複数のサービスを提供している場合には、サービス種別ごとに申請が可

能です。 

※２ 医療みなしの事業所等において令和７年１０月から１２月までの間に１

日以上の介護報酬請求実績がない場合は対象外です。 

※３ 同一法人において、介護分野と障害福祉分野の両方の事業所等を持ってい

る場合は、分野ごとに別申請となります。障害福祉分野の事業所等分は、本マニ

ュアルに基づく介護区分申請からは除外してください。 

※４ 同一事業所等で介護保険と障害福祉の両方のサービスを提供している場

合には、介護区分において申請してください。重複申請はできません。 

※５ 国、県又は市が運営する事業所等は対象外です。 

※６ 令和８年２月１日時点において市内で運営している対象事業所等であっ

ても、基準日から交付決定日までの間に休止又は廃止する事業所等、若しくは

休止又は廃止の届出をしている事業所等は対象外です。 

 



   

 

3【介護区分】 

 

５ 交付申請の方法 

 本マニュアル４ページ以降の「交付申請書類の作成要領」を参照しながら、電

子申請にて申請してください。申請は法人単位で、原則１回に取りまとめて行

ってください。 

 万が一、申請後に修正及び追記事項が生じた場合の対応については、交付申請

書類の作成要領（１１ページ）をご確認ください。 

 

６ 交付申請の受付期限 

 令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

※期限以降の申請は一切受理できませんので、あらかじめご承知おきくだ    

さい。 

 

７ 交付決定通知及び振り込みについて 

 申請内容の審査の結果、適正と認められる場合は、交付決定通知書を登録した

メールアドレス宛に通知し、指定された金融機関の口座へ振り込みます。 

 ※振り込みの際に指定口座に印字される名称：ﾏｴ)ｺｳﾚｲｼﾔﾌﾞﾂｶｺｳﾄｳｼｴﾝ 

なお、支援金の振り込みは、申請日の翌々月の月末までに行います。 

 

８ 証拠書類の保管 

 本支援金に係る以下の証拠書類について、交付決定日の属する年度の終了後５

年間保管してください。 

 ① 交付申請書類の写し（LoGo フォームから出力した「令和７年度前橋市高齢

者施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書」） 

 ② 収入及び支出の関係を示す書類（決算書類等） 

 なお、現地調査等の際に、これら証拠書類が確認できない場合は、支援金の返

還を求めることがありますので、不足のないよう保管してください。 

 

９ 消費税の取り扱いについて 

支援金には、消費税及び地方消費税は含まないため、消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の報告は不要です。  

 

10 本支援金の申請に係る問い合わせ窓口 

申請等にあたっては、本マニュアル及び質疑応答集を必ずご確認の上で手続

きを進めてください。 

 

 

 

 

 



   

 

4【介護区分】 

 

ご不明点がある場合は、下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。 

 

前橋市福祉部長寿包括ケア課長寿計画係 

 【お問い合わせフォーム】 

 

https://logoform.jp/form/dWZu/1403193   

 

  

https://logoform.jp/form/dWZu/1403193


   

 

5【介護区分】 

 

交付申請書類の作成要領 

１ メール認証 

はじめに、長寿包括ケア課のメールにて送付した URL 

（https://logoform.jp/form/dWZu/1457949）にアクセスし、申請に使用するメ

ールアドレスの認証を行ってください。 

  認証されたメールアドレス宛に送信された Logo フォームの URL から申請

内容の入力を進めてください。 

※LoGo フォームにユーザー登録済みの場合は、ログインしても申請できます。  

※メールが届かない場合は、アドレスが誤っていないか、迷惑メールフィルタ

ーで排除されていないか確認してください。（no-reply@logoform.jp からのメー

ルを受信できるようにしてください。） 

 

※イメージ【メールアドレス認証画面】 

※イメージ【フォーム URL のご案内】 

「フォーム URL のご案内」記載の URL から申請画面にアクセスします。 

https://logoform.jp/form/dWZu/1457949
mailto:※メールが届かない場合は、アドレスが誤っていないか、迷惑メールフィルターで排除されていないか確認してください。（no-reply@logoform.jpからのメールを受信できるようにしてください。）
mailto:※メールが届かない場合は、アドレスが誤っていないか、迷惑メールフィルターで排除されていないか確認してください。（no-reply@logoform.jpからのメールを受信できるようにしてください。）
mailto:※メールが届かない場合は、アドレスが誤っていないか、迷惑メールフィルターで排除されていないか確認してください。（no-reply@logoform.jpからのメールを受信できるようにしてください。）


   

 

6【介護区分】 

 

【解説】申請画面が表示されます。 

 

 

２ 必要事項の入力 ＜申請画面＞ 

「令和７年度前橋市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書」

（様式第１号）は、以下の情報を LoGo フォームに入力することで作成されま

す。(作成された申請書は後日、メールで送信されます。) 

ただし、審査の過程で疑義が生じた場合は、別途、証拠書類の提出等を求める

場合がありますので、御承知おきください。 
 

① 申請者（法人）の情報 

 会社（法人）名（＝申請者） 

省略せず、正しい名称を記載してください。 

 会社（法人）所在地 

法人の所在地を入力してください。記載に誤りがある場合、再提出が必

要となります。 

 代表者職名 

 法人代表者の役職を正しく選択してください。 

 正しい例：代表取締役、代表社員、理事長 

 誤りの例：管理者、介護職員 

 代表者氏名 

 法人代表者の氏名を正しく記載してください。 

 施設長や事業所等管理者ではありません。 

 メールアドレス 

 メールアドレス認証時に入力いただいたアドレスが表示されている

ことを確認してください。 

 交付申請額（請求額） 

 交付申請額は事業所等の情報を元に自動で計算されます。申請する事

業所等の数と間違いがないか確認してください。 

②事業所等の情報 



   

 

7【介護区分】 

 

 事業所番号 

 申請する事業所等の介護保険事業所番号を半角英数字１０桁で入力

してください。 

 なお、事業所番号が付与されていない「軽費老人ホーム」、「有料老人

ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」については便宜上、全て以下

のとおり入力してください。 

 ・「軽費老人ホーム」：２３０００００００１ 

 ・「有料老人ホーム」：２３０００００００２ 

 ・「サービス付き高齢者向け住宅」：２３０００００００３ 

 事業所等名 

 省略せず、市に届出等を行っている正式な名称を記載してください。 

 サービス種別 

対象のものをプルダウンメニューからお選びください。 

事業所等名称及び事業所番号が同一であっても、複数のサービスを提供

している場合は、サービス種別ごと個別に入力してください。 

 

【例】同一名称及び番号の事業所等で複数のサービスを提供している場合 

 サービス種別 

事業所 A 介護老人保健施設 

 通所リハビリテーション 

 短期入所療養介護 

事業所 B 通所介護 

事業所 C 通所介護 

合計 5 

→介護区分で、合計 5 項目の申請が可能です。 

この場合、Logo フォームへの入力は以下のとおりにしてください。 

 

【例２】同一事業所等において介護保険サービス、介護予防サービス、介護予防・

「＋ 行を追加」を押すと、事業

所の入力欄を追加できます。 

 



   

 

8【介護区分】 

 

日常生活支援総合事業の指定を受けている場合 

 サービス種別 

事業所 A 通所介護 

 予防通所介護 

 通所Ａ 

合計 ２ 

→介護区分で、合計２項目の申請が可能です。 

 

④ 誓約事項 

 本支援金を申請するに当たっての基本的要件を記載しています。各項目を満

たすことができるか、必ず確認してください。各項目を誓約することに問題がな

い場合は、各項目のチェックボックスにチェックを入れてください。 

 （全てのチェックボックスにチェックを入れることができない場合は、申請を

行うことができません。） 

 

⑤ 振込先口座情報 

必ず通帳に記載の内容と相違がないように、記載してください。 

 金融機関名 

金融機関の名称を検索して入力してください。 

 店名 

支店を選択してください。 

 預金種別 

預金の種別を選択してください。 

 口座番号（通帳記号・通帳番号） 

口座番号を７桁で入力してください。 

・７桁に満たない場合は、先頭を０で埋めてください。 

  （ゆうちょ銀行の場合は、通帳の記号番号を入力してください。） 

 口座名義人カナ 

通帳の記載通りに、半角ｶﾀｶﾅで入力してください。 

・「ﾔ」や「ﾖ」については、小文字ではなく、大文字として入力して 

ください。（×ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ  ○ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ） 

     ・「ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ）」→「ｶ)」、「ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ」→「ﾌｸ)」、「ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ」 

→「ｲ)」など略称を使用してください。 

     ・代表者名及び代表者職名のフリガナは省略してください。 

・「・」（中点）は「.」（ピリオド）等になります。 

  分からない場合は、必ず金融機関に確認の上で記載してください。 

・スペース、濁点（ﾞ）及び半濁点（ﾟ）を含め４０文字以内です。 

 口座名義人 

この場合、通所介護と予防通所介

護は１事業所として扱います 



   

 

9【介護区分】 

 

通帳の記載どおりに、漢字等で入力してください。 

・➀に記載する支援金申請者（法人）と異なる名義（例：特養○○の施 

設長名義等）の場合、振り込みを行うことができません。 

（法人名のみの名義は登録可能です。） 

・やむを得ず、申請者と異なる名義の口座への振り込みを希望する 

場合は、別途委任状の提出が必要となります。 

 

⑥ 責任者・担当者の情報 

 氏名 

責任者及びフォームを入力した担当者名をフルネームで記載してく

ださい。 

 電話番号 

連絡先の電話番号（固定電話の場合は市外局番から）を記載してくだ

さい。 

 

３ 入力内容の確認と送信＜申請確認＞ 

 

 

 入力に誤りがあるとエラーメッセージが表示されますので、修正後、再度

確認ボタンをクリックしてください。 

 



   

 

10【介護区分】 

 

 

 内容に誤りがなければ送信ボタンをクリックしてください。 

 

 送信完了メッセージが表示されたら、申請完了です。 

 

 画面に表示される受付番号は、申請内容の確認や修正があった場合に必要な

ため、控えておいてください（送信完了メールにも記載されます）。 

 

※イメージ【送信完了メール】 

 

 



   

 

11【介護区分】 

 

 

 

４ その他 

（１）申請内容の修正・取下げをしたい場合 

「受付」状態の場合は修正・取下げ可能です。「確認中」などになり修正・

取下げできない場合は、問い合わせフォームより、修正内容又は取下げ理由

を記載してご連絡ください。 

 

（２）長寿包括ケア課より申請内容の修正依頼があった場合 

長寿包括ケア課で申請内容を確認し、内容に不備があった場合は、登録

されたメールアドレス宛に「【要対応】申請内容のご修正のお願い」という

メールを送付します。内容をご確認いただき、メール記載の URL より修

正を行ってください。 

 

（３）申請書兼誓約書のダウンロードについて 

   受付から概ね２週間以内に、長寿包括ケア課より「令和７年度前橋市高齢

者施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書」のＰＤＦファイルが登録

したメールアドレス宛に送付（件名：「申請に対する電子文書発行のお知ら

せ」）されますので、紙またはデータをダウンロードし保管してください。 

※イメージ【申請に対する電子文書発行のお知らせ】 

 



   

 

12【介護区分】 

 

 

 URL にアクセスし、照会画面が表示されたら、メールに記載のパスワード

を入力し（またはユーザーログインにより）照会ボタンを押します。 

 

 添付された PDF ファイルは申請書の控えとなるため、必ず印刷し、保存し

てください。フォーム公開終了後は、ダウンロードができなくなりますので、

ご注意ください。 

メールに記載のパスワードを入力 

（またはユーザーログイン） 


